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介護保険施設利用時の食費および居住費（滞在費）は、介護保険の対象外のため自己負担となっています。そこで、所

得が低い人などの負担を軽減するために利用者負担段階を設け、該当すると認められた人には「負担限度額認定証」を交

付しています。

なお、お手元の認定証の有効期限は７月31日です。８月以降も施設を利用される場合は、健康福祉課に申請してく

ださい。

＊該当する人

世帯全員（別世帯の配偶者含む）が町民税非課税の人

＊利用者負担段階

※令和３年８月より食費および居住費（滞在費）の負担額に一部変更があります

介護保険負担割合証とは、介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担額が１割、２

割または３割のいずれかをお知らせするものです。

負担割合証の有効期間は７月31日となっております。更新が必要な人には７月中旬頃にご自宅または介護施設へ郵

送します。

問健康福祉課 �32―1105

介護保険負担割合証の更新のご案内について

第１段階

・生活保護を受けている人

・食事・居住費の減額を受ければ生活保護を受ける必要のない人

・預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円以下の人

第２段階
・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人

・預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円以下の人

第３段階（１）
・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

・預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円以下の人

第３段階（２）
・合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円以上の人

・預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円以下の人

介護保険負担限度額認定証の更新について
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